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「労災保険二次健康診断等給付担当規程」の一部改正について 

 

 労災保険二次健診等給付医療機関の担当内容については、平成 13 年３月 30 日

付け基発第 234 号「「労災保険二次健診等給付医療機関の指定及び指定取消事務

取扱準則」及び「労災保険二次健康診断等給付担当規程」の制定について」（令和

２年 12 月 25 日最終改正）により取り扱ってきたところである。 

担当規程の一部を下記のとおり改正するので、事務処理に遺漏なきを期された

い。 

 

記 
 
１ 改正の内容 

  別添「特定保健指導の実施基準」の別紙４「二次健康診断等の受診結果」に 

ついて、別添のとおり改正する。 

 
２ 施行期日について 

本改正は、二次健康診断受診年月日が令和３年４月１日以降の分から適用す

る。 
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